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特集　現代の財政政策

政府財政の財源調達問題について

逸’見 良　隆
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　経済学の歴史は，人文科学や自然科学に比べて非常に

新しい。経済学の対象とする世界は，人間とか自然その

ものではなく，複雑な経済社会であるから，経済社会が

勃興した時に経済学が発生するのが道理にかなっている

であろうし，さらに経済学が発展，進歩するのは研究対

象の歩みに比べてかなりの時間，遅れることになる。経

済学の対象とする世界のように，日常の現実的生活と密

接に関連し，日々変化の激しい揚蓋には，明瞭で確固た

る視点が確立されていない時には，問題自体もしっかり

ととらえられ，ないわけだし，解決法も容易に得られない

ことになる。経済学の対象とする世界は日常，容易に目

に見えると考えられている世界であるから，経済学の専

門家以外の者も口をはさむ余地があ．り，専門家が素人の

発言を封ずることが困難である。経済問題は，日常生活

に直接関係を持つため，専門家の研究に対して，表面に

あらわれた結論だけ見て，専門外の人々が批評を加えた

り批判をしたりすることが簡単である。また，専門外の

人間が関心を抱かないような経済問題は，重要な研究テ

ーマとも考えられない。学問の中で意見の占める部分を

減らしてゆくのが科学の発展であり，そのためには論理

の出発点となる基礎的概念を確立すること，方法論を統

一することが重要である。

　経済学の第1の特徴は，その研究対象が，普通の人々

にも見えかつ体験できると考えられている世界であり，

従って素人にも経済学は容易に理解でき，発言できると

経済学の外部の人が経済学を見ていることである。日本

のような，特に経済学に関して専門家の発言を尊重しな

いという風土がある時には，これは重要な意昧を持って

いる。この特徴は，日常の世界を研究対象とする経済学

の固有の属性であり，普通の人々には見えない非日常の

世界を研究対象とする他の学問にはない経済学に独特な

困難性である。たとえば自然科学の揚合，特殊な観測装

置，実験装置を必要とし，研究対象とする現象は専門家

以外の人の目に触れない。経済学の第2の特徴は，他の

学問，特に自然科学に比べて，問題の捉え方が浅く，掘

り下げた分析が少なく，十分な墓盤を持った，専門化さ

れた学問としては確立していないのではないかという経

済学の内部事情である。これは，経済学においては意見

の占める比率が高いという事実と表裏一体の関係にある

のだが，この傾向は欧米に比べて日本の方が顕著である

ように思われる。この第2の特徴は，経済学の歴史が新

しいという事実にもよるのだが，経済学の対象は日常目

に見えると考えられている世界であるから，経済学の内

容も素人分かりのする，やさしく解説できるものでなけ

ればならないという世間「般の期待という第1の特徴と

も関連している。しかし，あまりにだれでもが知ってい

るような事柄をやさしく解説することばかりに終始する

と，経済学や専門家としての経済学者の存在理由まで危

うくすることになりかねないのである。

　以上，経済学一般の特質と，その問題点を述べて来た

が，それは経済学の一分野である財政学に関して，以上

で述べてきた経済学の特徴が比較的よく当てはまってい

るように思われるからである。従来の財政学では，財政

制度の調査，解説，時論的なもの，歴史的な調査，研究

が特に重要視され，財政学は経済学全体の発展，進歩と

無縁な一分野とみなされる傾向があった。経済学の基礎

的，理論的な部分は，専門雑誌において業績が蓄積され

てい層 ﾁており，その内容はますます精緻の度を深め，専

門的学問確立の道を歩んでいる。また，財政制度の研究

に関しても，制度を評価し改革していくためには，基礎

的経済理論に基づいて財政制度が，国民各層にいかなる

影響を及ぼしているかを分析することが，必要である。

時論的な発言に関しても，理論的基礎がないと時事解説

的なものにならざるを得ない。特に財政学の対象とする

分野は，予算，税制等について日頃，マスコミによって

報道されることが多いため，その揚限りの結論を引き出

すための揚当たり的な，短期に視野を限った議論がおこ

なわれるおそれがないとはいえない。こういう現象は財

政学以外の他の応用経済学でも見うけぢれるのであるが，

財政に関する見解は，各自の利害得失と関係して人それ

ぞれに異なるため，なお一層，万人に認められる分析枠

組に従って財政現象を解き明かすことが必要だと思われ

る。なお経済学の中核である理論経済学とその周辺に存
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在する複数の応用経済学との間の関係についても，既存

の理論経済学を具体的な問題に適用するという一方方向

だけではなく，応用経済学で提起された問題によって理

論経済学が新たな発展を遂げることも’ありうるわけだか

ら，この両側面において，応用経済学として財政学は理

論経済学と無関係ではありえないことになるわけである。
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　このような問題意識の下で，最近，財政学においても

特に若手の財政学者を中心にして，確固たる理論的基礎

に基づき現実の財政問題を解明していこうという方向が

有力な流れとなってきた。本稿の以下での目的は，こう

した財政学の発展の現段階をいくつかの書物を紹介する

ことによって検討し，財源調達問題を中心にして今日の

財政問題を論ずることである。ここでは，まず次の3っ

の書物を検討することから始めることにしよう。それら

はAtkinson　aIld　Stiglitz，五80’z〃θ50？z　P励あ。　Eoo％o〃zゴ63，

井堀利宏『現代日本財政論　　財政問題の理論的研究

一』，野口悠紀雄『日本財政の長期戦略』である。

　まず最初に，1っずつ，構成上及び，内容における特

徴を検討することにしよう。乙60卿θε0η．P％協。　EoO初〃Z一

ガ0εはもっとも詳細かっ包括的な財政学の理論的研究で

ある。日本語で書かれた文献には，これを基にして書か

れたと思われるものも多く，題名から受ける印象とは異

なって，テキスト・ブックというよりはむしろすぐれた

研究書である。構成は2部に分かれており，第1部は政

策の分析であり，課税，公共支出，公債発行の経済的効

果，各経済主体の経済厚生に及ぼす影響のPositiveな

分析が行なわれている。第2部は政策のデザインであり，

政府の政策目標の詳細な議論が展開され’，間接課税（消

費課税），所得課税の最適課税が，効率面，公正面にわ

たり，また線型及び非線型の税スケジュールに関して検

討されている。さらに，公的企業の最適価稲決定，生産

決定が分析され，次に公共財及び公的に供給される私的

財の最適条件が導出され，いわゆる「ただ乗り」問題と

の関連において，政府は国民の真の選好を知りうるか，

国民は正直に真の選好を顕示するかの問題が検討されて

いる。最後に地域的公共財の問題も議論されてい’る。経

済安定化政策マクロ財政政策については，公債の負担

の問題を除いてはふれていないため，財政学の全分野を

完全に網羅したとは言えないが，あらゆる文献に目を通

し正当な位置付けを与えたという点において，また多数

のオリジナルな貢献が含まれているという点において超

一流の研究書と言えるだろう。

　r現代日本財政論』の意図は，現在の日本における財
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政問題を最近の財政理論モデルを用いて解明し，何らか

の解決策を提案しようという点にあるものと思われる。

しかし，この本では，政府部門に与えられた政策道具の

効果と，いかに政策道具を使うべきかを広範囲かっ公平

に議論するのではなく，重点的に取り上げたいくつかの

財政問題を議論するために，ある特定の理論を採用し，

そのモデルを詳細に適用して政策効果を論じ経済学的含

意の導出が行なわれている。取り扱われている問題は，

政府支出，課税，公債，財政赤字の4っである。以下で

は，かなり詳細に個々の内容を紹介し，検討吟味するこ

とにしよう。第1部の「政府支出」では，最初に日本

の政府支出の現状が説明された後に，政府支出の最適規

模が論ぜられる。公共財については純粋公共財とともに，

準公共財が定義される。ここで準公共財とは，公共財で

はあるけれどもすべての人に同一の物理的影響を与えな

いような財貨・サービスとして定義されており，この影

響度の差異が客観的に完全情報として知られていること

を前提にしている。これは，各個人の選好と初期保有資

産がまったく同一である同質な個人に関して，その公共

財の財貨・サービスの購入価格に差別がない時，受益の

程度が明確に定義され，客観的に知られ，ていることを意

味する。次に，上で述べた意味においてまったく同質で

ある2人が存在する世界において，受益者負担の原則が

みたされるかどうかが検討される。公共財の供給方式・

費用：負担方式としては，追加負担方式と比例負担方式が

採用される。前者はAtkinson　and　Stiglitzの言葉では

Subscription　Equilibriumと呼ばれ，公共財を集団的に

供給する政府の存在しない状況における公共財の私的供

給である。後者はリンダーノレ均衡のことであり，公共財

の費用を適当に2人の間で分担して得られた公共財の個

別価格の下での各人の公共財需要量が一致した状態のこ

とである。後者においては公共財は効率的に供給される

のに対し，前者においては，各人は他者に与える外部性

の効果を無視して，公共財の私的供給を決定するためパ

レート効率的でないことが指摘される。各個人が同質な

果合，純粋公共財に関しては両方式とも各人は平等の負

担をひきうけるのに対し，準公共財に関しては，便益を

多く得る個人が必ずしもより多くの費用負担を引き受け

ない可能性がある事が示される。政府が公共財を最：適供

給するためには，国民が政府に正直に自らの選好を伝え

ることが必要である。しかし，選好の強さによって費用

の負担が決まる時には，選好を偽るという動機が発生す

ることになる。これが「ただ乗り」問題である。第3章

ではこの問題が議論され，受益者負担の原則が適用され
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ないグローブス等の方式の下では，過大表示，過小表示

がおごらず本当の選好が表されることが説明される。こ

の方式については，Varian［4］Ch叩ter　7，　Atkinson　and

Stiglitz，　Lecture　16も参照されたい。また政府の予算制

約が充たされるような修正方式についても説明がおこな

われている。次の第4章では，大きな政府の問題点がい

く．つか指摘され，小さな政府への動きを解釈するための

1簡単なモデルが提示される。リンダールのモデルに類似

したモデルを用いて，異質な個人間では望む政府の規模

に相違があること，公共財の所得効果の符号の重要性が

指摘される。

　第5章，第6章では，日本の税制の現状と著者のそれ

に対する考え方が提示されている。また，財消費と労働

供給に関して選好の同一な，生産能力の高い人と低い人

の2人しかいない世界において，線型所得税制のモデル

が紹介され，ロールズ的基準，ベンサム的基準の含意が

解説，検討される。税制のとりうる範囲が税収可能性曲

線となり，公平の価値判断と税制の累進性との対応が述

べられる。第7章では，余暇と第1財，第2財を含む

3財の世界において，生産者価格一定の下での最適課税

のラムゼイ・ルーノレが解説され，次に第1財と第2財を現

在財と将来財と解釈することにより，2期間のoveflap－

ping　generations　mode1と結合することによって1人当

たりの資本とその他の変数がすべて一定となる長期均衡

＝長期定常状態において，労働所得税，消費税，資本所

得税を含む最適課税問題が分析される。標準的なラムゼ

イ問題との相違点は，課税の変化によって貯蓄供給量が

影響を受けその結果，要素価格である賃金率，資本レン

タル率が変化すると炉う一般均衡効果の部分である。こ

れらのモデルでは，一定の公共支出の財源として税収を

確保するという制約が課されており，公共支出は経済厚

生に影響を与えない純粋な消耗的支出と想定されている。

：最適条件の導出には，：最近よく使われる支出関数アプロ

ーチが採用されている。最適条件の一部分として黄金律

が成立することが指摘される。第8章では，税体系の変

化後，代表的個人の効用水準が上昇するための十分条件

が導出される。その条件は，消費の変化を税改革後の税

率で評価した値が非負となることである。次に第7章と

同様な資本蓄積を考慮した一般均衡モデルにおいて，一

定の税収を確保するために，労働所得税を減税し，消費

税を増税していく時の経済厚生に及ぼす効果が微分によ

って導かれる。要素価格が一定の下では，等税収をもた

らす労働所得税と消費税は等価であるが，一般均衡モデ

ルにおいては貯蓄量の違いによって要素価格が異なるた

Vo1．36　No．2

め，両税は等価とは言えない。貯蓄量の違いが発生する

のは，2期間モデルにおいては労働所得税と消費税とで　．

は租税を支払うタイミングが異なり，前者では第1期に

支払うのに対し，後者では，第1期，第2期ともに納税

するからである。従って，後者においては，第2期の消

費税の支払いに備える分だけ貯蓄が多くなる。この点の

詳しい説明に関しては逸見［5］を参照されたい。労働所

得税の減税，消費税の増税は私的資本蓄積を促進し，黄

金律に関する長期均衡の効率性に影響を及ぼすことにな

る。ここでは，労働供給は非弾力的である。両税とも結

局は労働供給に税が課せられていることになるため，そ

の時，資源配分のゆがみによる超過負担は存在しない。

つまり，経済厚生への影響は資本レンタル率と人口成長

率の相対的大きさを通じてだけ発生する。次に労働供給‘

が弾力的な揚合において，資本所得税によって労働所得

税を代替してゆく時の経済厚生への効果が分析される。

類似の問題の定式化についてはKing［3］を参照された

い。資本レンタル率〉人口成長率の揚合においては，超

過負担の変化の効果を無視すれば，労働所得税減税，資

本所得税増税が望ましくなる。資本所得課税は第2期消

費課税であるから，この方向への税率変化は私的賠蓄の

増加をもたらし，黄金律の下での最適資本存在量に経済

を近づけることになる。

　第9章では，日本の公債発行の推移が議論され，公債

発行の問覇点が指摘される。公債発行のクラウディン

グ・アウトがフロー面とストック面にわけて老察される。

後者においては，トービンの資産市揚における一般均衡

モデルが採用されている。公債残高の増加が利子支払い’

＝公債費を増加させ，これがまた公債発行の増加をもた

らすという公債発行の不安定性が議論され，経済成長率

が外生的に与えられているという条件の下で，2っの場

合にわけて，公債残高の対GNP比率の安定性・不安定

性が簡単な代数モデルにおいて考察される。公債の購入

は一種の自発的な貯蓄であるから，課税によって公債を

償還する世代を除いて公債の負担は転嫁してゆく。第

10章では，日本の金融市揚の特徴を考慮してクラウデ

ィング・アウトが考察されている。第11章では新古典

派成長モデルとの係りあいにおいて，公債発行の不安定

性がモデル分析される。簡単化のために，租税収入はゼ

ロであり，唯一の財源は公債発行である。公債利子率は

資本の限界生産力に等しく，これは資本蓄積とともに変

化するため，第9章に比べて体系の動きは複雑になる。

1人当たりの実物資本が減少し，1人当たりの公債残高

が増大してゆく，いわゆる破局のケースのもっともらし
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い条件が導出される。このモデルでは，実物資本と公債

の相対価格は常に1であり，ポートフォリオ選択上，完

全代替的であった。次にその相対価格の変化を通じて，

公債と実物資本が完全代替的でない揚合にモデノレは拡張

され，公債の実質利子率に関して静学的期待と完全予見

にわけて，体系の不安定性の可能性が論ぜられる。貨幣

的成長モデルと同様にインフレーションに関する期待形

成の遅れが体系を安定化の方向に導くことが指摘される。

第12章は公債の負担；の問題をDiamond［1］に始まる

2期間世代交代成長モデルにおいて検討するものである。

分析道具として，消費に関する支出関数アプローチが採

用され，課税調達と公債調達が，第0世代，近い将来世

代，無限遠世代の経済厚生にいかなる影響を与えるかが

分析される。続いて，パローの中立性命題が詳しく説明，

検討される。公債購入世代と課税による公債償還世代が

異なる時，公債発行を通じて償還世代に実質的な負担が

転嫁されていく。つまり公債発行による政府移転支出は，

若い世代から老いた世代への所得再分配政策である。し

かし，各世代が次の世代の効用を老慮に入れ，て遺産決定

を行なっている限り，このような政府による強制移転も

老いた世代による遺産増加と若い世代による貯蓄減少を

通じて相殺され，各世代の消費決定，従って各世代の経

済厚生水準に何の影響も与えないことになる。このよう

な状況では，公債の負担は将来世代に転嫁していかない

わけである。

　第13章では，財政赤字の経済学的意味が検討される。

財政赤字そのものには意味がないという点に関しては，

いく人かの論者が，異なった文脈において述べているこ

とだが，要約するとその理由は以下のようである。財政

赤字は，政府支出と税収入のフローの差によって発生す

る。しかし政府にとって重要な数値は，政府支出の時間

的分布そのものではな．く，ある時点において約束された

無限未来にわたる政府支出義務額の割引現在価値である。

国民にとっても，税支払いの各年度にわたる分布の型そ

のものよりも，当該時点における租税債務の割引現在価

値の方が重要である。租税債務の現在価値一定の制約の

下での租税徴収の時間パターンの変化は私的貯蓄・借入

れの自動的変化によって相殺され，消費の時間パターン

は不変であり，従って国民の経済厚生も影響を受けない

からである。もちろん，制度的制約，市揚の不完全性に

よって貯蓄・借入れの自動的変化が完全に実現できない

ならば国民の経済厚生も影響をこうむるであろうし，現

実が確実でも，完全予見でもないとすれば，租税徴収の

時間パターンは影響力を持つだろうことは指摘しておか
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なければならない。利子補給方式と出資方式，継続払い

方式と一括払い方式における政府支出に関する具体的事

例については『日本財政の長期戦略』が詳しい。消費

支出税と労働所得税の税収入の時間パターンの相違につ

いては逸見［5］を参照されたい。第14章では，一転し

て，ケインジアンのIS－LMモデノレの動学化が企てられ，

総供給関数と結合することにより動学的径路の性質が論

ぜられる。第15章では財政赤字がすべて貨幣発行で資

金調達されるという想定の下で，新古典派貨幣的成長

モデルが構築され，長期均衡点が減税政策，政府支出増

加政策によっていかに影響を受けるかが分析される。第

16章では，財政赤字分だけ貨幣が増発される時，2期
　　　　　　　コ
間世代交代モデルにおいて支出関数アプローチを通じて

インフレーションの経済厚生上のコストが導出される。

貨幣を1期持ち越すことへの課税であるインフレーショ

ンと労働所得税によって政府の収入が確保される時，あ

る必ずしも最適ではない長期均衡における代表的個人の

超過負担で計られた経済厚生がインフレ課税の変化によ

っていかに影響をこうむるかが分析される。インフレ課

税を含む最：適課説についてはHelpman　and　Sadka［2］

をまず参照すべきであろう。

　『現代日本財政論』の特徴は，最適課税問題税改革問

題公債の負担等を新古典派成長の。verlapping　gener－

ations　modelで一般均衡の動学問題として解くという

点にある。この点において試みは十分な成功を納めてお

り，最近における財政学の貴重な成果の1っである。し

かし，長期均衡で得られた結論が現実の財政問題といか

に関係づけられるか，短期的な不均衡状況の下での分析

の方が現実の要請としてより重要ではないのか，個人間

の異質性を考慮すべきではないか等の点で将来の研究の

発展方向が見出されるのではなかろうか。

　　　　　　　　　　　　3

　r日本財政の長期戦略』はより具体的な財政問題を論

じており，年金問題，土地課税，日本におけるケインズ

政策に関して重要な貢献を含んでいるが，紙幅の関係上

それらは割愛し，パローの中立性命題との関連において

提出された無税国家論について考察することにしよう。

いわゆる公債の負担の問題は現時点で重大な問題であり，

しかも議論が必ずしも整理されているとも思われないの

で私なりにこの問題を論じておきたい。公債とは，政府

の発行する一種の債務証書であるが，この債務証書の発

行の経済的効果及び負担の帰着に関する議論が錯綜し，

いまだに明確な結論が得られていないのは，他の財政現

象と同様に公債発行に係る利害関係者が複雑に入り込ん
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で多数いることによると思われる。公債の負担の落ち着

き先としての利害関係者をいくつかの側面から分類して

みよう。（1）一定の政府支出の制約の下で，公債発行に

よってより大きな租税の負担を免れることが可能になっ

た現在世代と課税による公債の償還および利子支払いが

強制される将来世代。（2）課税最低限以下で租税を支払

わず公債も購入しない人，租税は支払うが公債を購入し

ない人，租税を支払い公債も購入する人。これらは同一

世代内での所得階層による違いである。（3）公債の負担

を（1），（2）のように個人の経済厚生の段階に還元して考

えないでもっと概括的な段階で見る，たとえば国民経済

全体，政府部門をとり除いた民間経済部門全体，逆に政

府部門全体を負担の対象と考える。これらにとっての利

用可能な資源の総計量が減少した時に負担があったと考

える。また，それぞれの負担に関して，現在だけの負担，

将来だけの負担，現在と将来ともに含む，この時点以降

における負担等の区別が老えられよう。公債の負担を議

論する時には，どのような当事者にとって，いかなる意．

味において負担なのかが明確になっていなければならな

い。課税に比べ公債発行がすべての点において劣ってい

たり，すべての当事者の経済厚生を押し下げるならば，

このような公債発行は現実に，は選ばれることはないだろ

う。’今までの論者達は異なった負担概念に従い，異なっ

た経済状況において公債の負担を論じてきた。たとえば

ラーナーは国民経済全体に利用可能な資源の量に焦点を

あてたため，外国債を除いて将来世代への負担の転嫁を

否定したが，経済学の標準的な考え方に従えば，資本蓄

積を含む一般均衡モデルにおいて，世代内での各個人の

異質性を考慮しながら各世代毎に経済厚生を定義し，そ

れによって公債の負担を論ずべきであろう。

　以下では，私企業との対比において政府部門の経済活

動の本質から出発して，公債調達の意義を考察すること

にしよう。私企業が社会のニーズに答える程度に応じて

売上げと利益が大きくなり，この利益から投資がまかな

，われ，売上げの中から財貨・サービスの生産のための費

用が支払われる。私企業はたとえ借入金で設立されたと

しても，利益を獲得することによってそれを返済するこ

とができる。私企業については，その活動の成果は売上

げ，利益によって容易に測ることができ，その中から費

用をまかなうこ．とが出来る。ところが政府部門の活動は

有益ではあるが，その成果は売上げ，利益によって明確

に表現できず，またそれによって費用をまかなうことも

出来なめ。公共財供給，所得再分配は収益性を持たない

ため，強制的な租税賦課が政府部門の主要な収入源とな
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る。従って，課税が存在しない時に公債を発行すれば，

永久に公債の償還と利子支払いは不可能になるであろう。

つまり政府部門の第1の収入源は租税でなければならな

い。そして，公債発行はあくまでも租税のあらたな賦課

が困難になった時の第2次的な収入源とみなされるべき

であろう。

　政府の財源調達に関して，r日本財政の長期戦略』は

無税国家の可能性を論じている。無税国家においてはあ

らゆる税は廃止され，公債の償還及び利払いを含めて政

府の財源調達はすべて公債発行でまかなわれる。ζこで

問題は，公債は消化できるか，公債発行の増加がそれに

見あう貯蓄の増加によって望ましい公債需要を引き出し

うるかである。公債発行の増加分だけ減税がおこなわれ

るから，その減税分だけ全額貯蓄がふえるならば，公債

発行はそれ自らに対する需要を生みだすことになり，ク

ラウディング・アウトも生じ競い。また現在世代の消費

は変化せず，減税による政府貯蓄の減少は，民間貯蓄の

増加によって相殺され，資源配分に対する効果は中立的

となる。しかし減税分がすべて貯蓄にまわるという想定

は，公債残高の累増によって政府は債務者として急速に

貧しくなり，国民は債権者として逆方向に豊かになって

いくとしても国民の消費は変化しないということを意味

している。リカード・バロ」の議論では，現在に減税が

あるとしても，将来公債償還のための増税があることが

前提条件となっていて，その支払いに備えて民間貯蓄が

増えたのである。無税国家論では，将来の増税を約束し

た減税でないため，パロー流の理由で減税分だけの貯蓄

の増加を説明することは出来ない。しかし，もし国民が．

政府の財務状態に関心を持ち，自分の財務状態と同様に

考えるならば，公債i発行による減税のもたらす一方の財

務状態の悪化と他方の財務状態の良化はお互いに相殺し

あい，純の効果としてはゼロ≧なり，消費は増加せず，

公債発行は自らの需要を生みだすであろう。だが，国民

が政府部門の債務を自らのものと同が視するという仮定

は非常にきつく，無税国家において，現実問題として減

税分がすべて貯蓄にまわるということは起らないであろ

う。従って，将来世代に残される実物資本は少なくなる

であろう。

　パローの議論は重要な理論的貢献であったが，実際に

は公債の償還のための増税が将来に予定されているとし

ても，民間貯蓄は必要なだけ増加せず公債の負担は少な
く．

ﾆも，一部分将来世代に転嫁してゆくのではなかろう

か。すなわち，公債収入が政府の消費支幽として使われ

るならば，将来世代の消費の犠牲によって現在世代が消

9
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費を増加することになる。受益と負担の関係において，

現在世代にとっての「ただ乗り」が実現する。内国債で

あっても，新たな公債発行によって現在における資源の

総量は変らないがその消費と蓄積のパターンが変化する

からである。もちろん民間貯蓄・投資の変化を含めた動

学的な一般均衡モデルで各世代毎の経済厚生に及ぼす効

果を調べな興ば妨ないので事歯ま単純ではないだろ

う。さらに今までは，長期における均衡分析が主におこ

なわれて来たが，現実問題としては公債発行は失業とか

遊休生産設備等の不均衡状況と結びついている。不均衡

とは資源配分上の一種のゆがみであるから，公債発行に

よる政府支出は各経済主体の所得・売上げ制約を緩和し，

このゆがみを是正することによって各世代の経済厚生を

高めるかもしれない。他方，財源調達手段としての課税

は必然的に資源配分上のゆがみすなわち超過負担を伴う

が，貨幣供給はそれが適正以上に行なわれると，単なる

貨幣供給権者の国民からの収奪を超えたインフレ課税と

いう超過負担をもたらす。もし，公債供給が公債価格の

値下がり，キャピタル・ロスを引き起すならば，．インフ

レ課税に類似した超過負担が発生するであろう。政府財

政の財源調達の選択問題は，不均衡経済を前提とした上

で，各種の手綬が資源配分上のゆがみにいかなる影響を

もたらすか，また警世眼間の及び異質な個人間の経済厚

生の分配の公正はいかにあるべきかに関して解答が与え
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られることによって解決されるであろう。貨幣あるいは

公債が単なる債務証書を超えた取引手段としての役割を

演じ流動性サービスを供給するならば，この点も経済厚

生を評価する上で考慮されなければならない。政府と中

央銀行の予算制約，財務状態は私的経済主体のそれらと

明らかに次元の異なる意味を持ち，それらが永久に債務

を返済しないことも国民各階層の経済厚生の観点から望

ましいかもしれない。また均衡予算ルールそれ自身が，

経済厚生の観点から先験的に望ましいというべき理由も

ないであろう。

　　　　　　　　　　　　　　（学習院大学経済学部）
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